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〇
外
務
省
告
示
第
四
百
六
十
一
号

平
成
二
十
二
年
九
月
二
十
九
日
（
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
時

間
）、
国
際
連
合
安
全
保
障
理
事
会
に
お
い
て
、
シ
エ
ラ

レ
オ
ネ
に
対
す
る
制
裁
を
終
了
す
る
こ
と
等
を
決
定
す
る

次
の
決
議
が
採
択
さ
れ
た
。

平
成
二
十
二
年
十
一
月
二
日外

務
大
臣

前
原

誠
司

（
訳
文
）

二
千
十
年
九
月
二
十
九
日
に
安
全
保
障
理
事
会
が
そ
の

第
六
千
三
百
九
十
二
回
会
合
に
お
い
て
採
択
し
た
決
議
第

千
九
百
四
十
号
（
二
千
十
年
）

安
全
保
障
理
事
会
は
、

シ
エ
ラ
レ
オ
ネ
に
関
す
る
従
前
の
す
べ
て
の
決
議
、
特

に
決
議
第
千
百
三
十
二
号
（
千
九
百
七
十
七
年
）
及
び
第

千
百
七
十
一
号
（
千
九
百
九
十
八
年
）
を
想
起
し
、

さ
ら
に
、
シ
エ
ラ
レ
オ
ネ
政
府
の
支
配
が
そ
の
領
域
の

全
域
に
お
い
て
再
び
完
全
に
確
立
さ
れ
並
び
に
す
べ
て
の

非
政
府
勢
力
の
武
装
及
び
動
員
が
解
除
さ
れ
た
場
合
に

は
、
措
置
を
終
了
す
る
用
意
が
あ
る
こ
と
を
想
起
し
、

シ
エ
ラ
レ
オ
ネ
の
紛
争
か
ら
の
回
復
並
び
に
同
国
の
平

和
、
安
全
及
び
開
発
を
支
援
す
る
と
の
安
全
保
障
理
事
会

の
約
束
を
再
確
認
し
、

こ
の
点
に
つ
い
て
の
国
際
連
合
シ
エ
ラ
レ
オ
ネ
統
合
平

和
構
築
事
務
所
の
継
続
的
な
役
割
を
賞
賛
し
、

シ
エ
ラ
レ
オ
ネ
の
状
況
に
つ
い
て
安
全
保
障
理
事
会
に

最
新
の
情
報
を
提
供
し
、
実
施
さ
れ
て
い
る
措
置
の
解
除

を
要
請
す
る
シ
エ
ラ
レ
オ
ネ
共
和
国
常
駐
代
表
発
理
事
会

議
長
宛
て
の
二
千
十
年
九
月
九
日
付
け
書
簡
を
歓
迎
し
、

シ
エ
ラ
レ
オ
ネ
に
関
す
る
決
議
第
千
百
三
十
二
号
（
千

九
百
九
十
七
年
）
10
の
規
定
に
基
づ
い
て
設
置
さ
れ
た
安

全
保
障
理
事
会
委
員
会
の
作
業
を
賞
賛
し
、

シ
エ
ラ
レ
オ
ネ
に
関
す
る
決
議
第
千
百
三
十
二
号
（
千

九
百
九
十
七
年
）
に
基
づ
く
二
千
九
年
の
委
員
会
の
報
告

書
（
Ｓ
／
二
〇
〇
九
／
六
九
〇
）、
特
に
、
同
報
告
書
17

に
あ
る
議
長
の
意
見
に
留
意
し
、

ジ
ョ
ニ
ー
・
ポ
ー
ル
・
コ
ロ
マ
が
生
き
て
発
見
さ
れ
た

場
合
、
同
人
を
司
法
手
続
き
に
付
す
た
め
に
、
シ
エ
ラ
レ

オ
ネ
特
別
法
廷
又
は
同
特
別
法
廷
が
同
人
に
関
す
る
事
案

を
移
送
す
る
機
関
と
協
力
し
、
支
援
を
提
供
す
る
よ
う
す

べ
て
の
国
に
要
請
し
、
ま
た
、
同
人
に
出
頭
す
る
よ
う
要

求
し
、

ジ
ョ
ニ
ー
・
ポ
ー
ル
・
コ
ロ
マ
が
生
き
て
発
見
さ
れ
た

場
合
、
同
人
の
身
柄
を
拘
束
し
移
送
す
る
た
め
に
国
際
刑

事
警
察
機
構
（
Ｉ
Ｎ
Ｔ
Ｅ
Ｒ
Ｐ
Ｏ
Ｌ
）
と
協
力
す
る
よ
う

す
べ
て
の
国
に
要
求
し
、

国
際
連
合
憲
章
第
七
章
の
下
に
行
動
し
て
、

１

決
議
第
千
百
七
十
一
号
（
千
九
百
九
十
八
年
）
２
、

４
及
び
５
の
規
定
に
定
め
る
措
置
を
直
ち
に
終
了
す
る

こ
と
を
決
定
す
る
。

２

さ
ら
に
、
決
議
第
千
百
三
十
二
号
（
千
九
百
九
十
七

年
）
10
の
規
定
に
よ
り
設
置
さ
れ
た
委
員
会
を
直
ち
に

解
散
す
る
こ
と
を
決
定
す
る
。

š


